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豊前市
緑豊かな田園都市

［URL］https://www.city.buzen.lg.jp　［E-mail］info@joho.buzen.fukuoka.jp

［R4.6月1日現在］
［前月比］ ［前月比］ ［前月比］ ［前月比］

◆人口 24,269人（－2）　◆男 11,479人（＋9）　◆女 12,790人（－11）　◆世帯 11,667戸（＋16）市の動き

7月18日（月・祝）
岩岳川　川開き

7月16日（土） 畑冷泉館 オープン！！

冷泉以外でも、サウナや川遊びも楽しむことができます！

開館時期　7月16日（土）～8月31日（水）
開館時間　10時～17時　（入館は16時30分まで）
入 館 料　大人（中学生以上）　500円
　　　　　小学生　　　　　　200円
　　　　　小学生未満　　　　無料
【お問合せ】
　畑冷泉館　　　　☎0979-82-0976
　豊前市観光協会　☎0979-53-6660

求菩提山のふもと、岩岳川上流に位置する「くぼて河川公
園」の川開きを今年も開催します。ヤマメの放流やつかみ取
りを行い、捕まえたヤマメはその場で塩焼きにできます。
清流の里、くぼて河川公園にぜひ遊びに来てください。
■日　時　７月18日（月）海の日　式典開始 １０時30分から
■場　所　くぼて河川公園（求菩提キャンプ場入口）
■参加費　ヤマメつかみ取り　１人１００円（保険料込み）
■持ち物　運動靴（裸足厳禁）、手袋、ヤマメを入れる袋
【申込み・お問合せ】　　
　四季の山荘「求菩提」（求菩提キャンプ場）
　☎0979-８８-３０６３

冷泉茶屋に「エールカフェ」が
オープンします。詳しくは
最終面をご覧ください。
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豊前市で投票できる方

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ

◆年齢要件
◆住所要件

平成１6年7月11日までに生まれた人（３か月の住所要件を含む。）
令和4年3月21日までに豊前市内に住所をもち、引き続き３か月以上住民基本台帳に登録され、
選挙人名簿に登録されている人（2月21日以降に転出した人で、他の市町村の選挙人名簿に登
録された人を除く。）

あなたが日ごろ考えている国政への関心を生かすために
自覚と良識をもってきれいな一票を投票しましょう。

3月22日以降に豊前市に転入届をした方は、前住所地での投票となりますので、前住所地の選挙管理委員会
へお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症により宿泊施設や自宅等で療養をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例
郵便等投票」ができます。詳細は、お問い合わせください。

身体が不自由な人等で自筆が困難な場合は、代理投票の制度があります。
また、目が不自由な方は点字投票ができます。

仕事・旅行・レジャー・病気・出産など法律で定められている理由で、投票日当日に投票所へ行けない
人は、期日前投票ができます。
○期間　：　6月２3日（木）　～　7月9日（土）
○時間　：　午前８時３０分　～　午後８時００分
○場所　：　豊前市役所　地階　第７会議室

午前7時から午後8時まで

期日前投票

投 票 時 間
期日前投票

長期出張などで市外に滞在している方は、滞在先市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、病院に入院していたり、老人ホーム等に入所しているために投票日当日に投票所へ行けない
人は、入院又は入所している病院や老人ホーム等が指定施設の場合は、その施設内で不在者投票が
できます。施設へご確認ください。

不在者投票

「身体障害者手帳」若しくは「戦傷病者手帳」の交付を受けている方、又は、要介護保険者の
方で法律で定められた重度の障害のある方は、郵便投票の制度があります。
事前に申請が必要です。詳細は、お問い合わせください。

郵 便 投 票

点 字 投 票
代 理 投 票

最近転入した方

投 票 所
第１投票所
第２投票所
第３投票所
第４投票所
第５投票所
第６投票所
第７投票所
第８投票所
第９投票所

施 設 の 名 称
大村公民館

豊前市市民会館
八屋公民館
前川公民館
宇島公民館
昭和町会館
三毛門公民館
黒土公民館
千束公民館

投 票 所 施 設 の 名 称
第１０投票所
第１１投票所
第１２投票所
第１３投票所
第１４投票所
第１５投票所
第１６投票所
第１７投票所
第１８投票所

横武公民館
合河公民館
立岩集会所
岩屋公民館
鳥井畑公民館
山田公民館

梶屋構造改善センター
角田公民館
旧畑小学校

※詳細のお問い合わせは　豊前市選挙管理委員会事務局　
　〒828-8501 豊前市大字吉木955　　☎82-8006　Eメール：senkan@city.buzen.lg.jp

第２６回参議院議員通常選挙の
7月10日（日）は7月10日（日）は

投票日です。投票日です。

開票は
7月10日（日）
午後９時１５分から
八屋中学校屋内

運動場

「私には、選挙に行く理由がある。」
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マイナンバーカード休日窓口開庁のお知らせ

マイナンバーカード未申請の方に交付申請書が送付されます

7月の

お問合せ【マイナンバーカード】 市民課 総合窓口係　☎８２－８０４５（直通）
【マイナポイント】 商工観光課 商業活性係　☎８２－1111（内線1263・1803）

参議院選挙期日前投票所前で
マイナンバーカードの申請を受け付けます

投票所前での申請サポート期間

日　　時
場　　所
対応業務

7月3日（日）・30日（土）　９時から１５時まで
市民課 総合窓口係（①番窓口）　※正面玄関からお入りください

・マイナンバーカードの申請  

マイナンバーカードのお受け取り、カードの申請、電子証明書の更新、
暗証番号の再設定（ロック解除）、健康保険証の利用登録、マイナポイ
ントの申込など
★平日金曜日は２０時まで開庁しています。

マイナンバーカードの普及のため、スマートフォンなどでオンライン申請が可能なQRコード付き
交付申請書が送付されます。7月から9月にかけて、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）から順
次対象者の皆様にお届けします。
◇対象となる方
マイナンバーカードを持っていない方で、まだ交付申請をしていない方
ただし、以下の方には送付されませんので、交付申請書が必要な方は本人確認の上、市民課窓口でお渡しい
たします（無料）。
・75歳以上の方（令和3年10月31日時点）
・令和4年中に出生、または国外から転入された方
・中長期在留者の方
・DV、ストーカー行為、児童虐待等のため、住民票の住所と異なる居所情報を送付先情報に登録している方
交付申請書（QRコード付き）と運転免許証、健康保険証等の必要書類を市役所市民課までお持ちいただけ
れば、顔写真撮影など申請サポートいたしますので、お気軽にお越しください。

運転免許証等の提示で申請サポートします。通知カード・運転免許証など顔写真付き
証明書・健康保険証があれば郵便でのお受け取りも可能です。この機会にぜひご申
請ください！
15歳未満の方の申請の際には、親権者の方が【運転免許証、健康保険証】をご準備
のうえ、ご一緒にお越しください。
※本人確認書類が不備の場合は、後日、本人による市役所でのカードの受け取りが必要です。

：7月4日（月）～9日（土） 　8時30分～20時
※マイナポイントの申込みは商工観光課㉔番窓口で行えます。
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【お問合せ】

【お問合せ】

・マイナポイントに関すること　商工観光課 商業活性係　☎８２－１１１１（内線１２６３・１８０３）
・マイナンバーカードに関すること　市民課 総合窓口係　☎８２－８０４５（直通）

生活環境課 生活交通係　☎８２‒８０１９

マイナポイント事業第2弾について

工事期間中の「市立図書館前」バス停の移動について
（豊前市バス、コミュニティバス豊前・中津線）

①マイナンバーカードを新規に取得した方に最大5,000円相当のポイント

②健康保険証としての利用登録で7,500円相当ポイント

③公金受取口座の登録で7,500円相当ポイント

〇マイナポイントの予約・申込手続きに必要なもの

〇最新情報の更新を総務省HPよりご確認ください。

豊前市役所 商工観光課でマイナポイントの予約・申込みのお手伝いをいたします。
※2022年9月末までにマイナンバーカードを申請した人が対象です。

（マイナポイント総務省HP）

・マイナンバーカード※有効な利用者証明用電子証明書が搭載されているもの
・マイナンバーカード電子証明書の暗証番号（数字４ケタ）
・お買い物で使うポイントカード・電子マネー・アプリ等
・マイナンバーカードに登録する銀行口座の情報

(すでに取得済みの方は対象外です。)
(5,000円相当のポイントを受け取るためにはマイナンバーカードと紐づけをしたキャッ
シュレスで合計20,000円分のチャージまたはお買い物を行う必要があります。
※紐づけしたキャッシュレスの支払い・チャージ額等の25％をポイントとして付与します。)

フレスポくぼてんタウン豊前への進入道路の付替工事（都市
計画道路工事）に伴って、工事期間中、現在の「市立図書館
前」バス停が仮設のバス停へ移動します。
豊前市バスおよびコミュニティバス豊前・中津線をご利用の
方々には、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を
お願いします。
〇仮設バス停の利用期間：工事完了まで（11月下旬予定）
〇仮設バス停の位置：平面図のとおり
なお、工事完了後には、工事前の元の場所とほぼ同じ場所へ
バス停が戻る予定です。

※マイナポイントの申請はご自身のスマホ等でも可能です。
※お手続きは令和5年2月末日まで可能です。手続きは込み合う可能性がありますので、ご了承ください。

購入やチャージの必要のない、直接付与方式です。

購入やチャージの必要のない、直接付与方式です。
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豊前市では、国の新型コロナワクチン追加接種（4回目）の実施方針に基づき、4回目接種を実施します。市の
集団接種は8月より開始予定です。３回目までの接種をされていない方で接種を希望される方は、豊前市ワク
チン接種コールセンター（☎0120-626779）または健康増進係（☎82-8138）までご連絡ください。

４回目接種について
新型コロナワクチン接種についてのお知らせ

■４回目接種対象者■
新型コロナウイルスワクチン3回目接種から5か月経過した方のうち、以下に該当する方

●60歳以上の方

●18歳以上59歳以下で基礎疾患を有する方、またはその他重症化リスクが高いと医師が認める方

＜申請方法＞

～該当する基礎疾患～
（１） 以下の病気や状態の方で、通院／入院している方
１．慢性の呼吸器の病気
２．慢性の心臓病（高血圧を含む。）
３．慢性の腎臓病
４．慢性の肝臓病（肝硬変等）
５．インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
６．血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
７．免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。）
８．ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
９．免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
10．神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
11．染色体異常
12．重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態）
13．睡眠時無呼吸症候群
14．重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している（※）、
　　 又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持
　　 している（※）場合

（２） 基準（BMI 30 以上）を満たす肥満の方
＊BMI=体重（キログラム）÷身長（メートル）÷身長（メートル）
（３） 新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認めている方

電話申請　　受付時間　　9時～ 18時　　（土日、祝日を除く）
　　　　　　豊前市ワクチン接種コールセンター☎ 0120－626779

＜申請受付後接種券送付時期＞
４回目接種は、３回目接種日から５か月経過後から可能となるため、申請があった方には、３回目接種日順に順
次発送します。市の集団接種をご希望の場合は、接種日が決まり次第、接種券とご案内を発送しますので、
届いた案内をご確認の上、接種のご予約をお願いします。

※ 精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を所持している方については、通院又は入院をしていない場合も、
 　基礎疾患のある方に該当します。

豊前市ワクチン接種コールセンター
健康長寿推進課　健康増進係

　 0120－626779
☎８２－８１38

接種券の申請は不要です。3回目接種が早い方から順次接種券を送付します。
3回目接種を豊前市多目的文化交流センターで接種した方は接種日時や会場を指定します。
3回目接種を豊前市の集団接種会場以外で接種された方は予約が必要となります。
詳しくは、接種券と一緒にお送りするご案内をご覧ください。

事前に接種券の申請が必要です。
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　新市町村振興宝くじ（ハロウィンジャンボ）は、市町村の振興のため都道府県が発売主体となって毎年１０月頃
に発売される宝くじです。
　その収益金は都道府県から市町村振興協会に交付され、均等割や人口割など定められた交付割合に応じて
新市町村振興宝くじ交付金として各市町村に配分されます。交付金の使途はいくつか定められており、豊前市で
は主に芸術・文化の振興に係る事業に使用しています。
　ちなみに毎年７月頃に発売される市町村振興宝くじ（サマージャンボ）の収益金は、交付金として市町村に配分
されませんが、市町村への資金貸付や助成金など市町村振興協会が行う様々な事業に活用されています。

一人当たりの市税負担額

一人当たりに使われるお金

一人当たりの市債残高

  130,909円

580,717円

369,713円

豊前市の財政事情

市債（借金）の残高

むずかしい財政用語について分かりやすく説明します
新市町村振興宝くじ交付金（しんしちょうそんしんこうたからくじこうふきん）

予算の執行状況

一般会計予算における市民の負担状況

令和４年３月３１日現在の予算執行状況、市債の現在高、市有財産の状況などを公表します。

（単位：万円）

（単位：万円、％）

会　　計　　名

一 般 会 計

バ ス 事 業

水 道 事 業

公 共 下 水 道 事 業

東部地区工業用水道事業

96億7,364

　3,121

9億1,183

28億0,056

4,758

4億3,150

470

6,000

3,500

0

11億1,889

228

6,832

2億4,501

494

89億8,625

3,363

9億0,351

25億9,055

4,264

令和2年度末
現在高

下半期末
現在高借入額 元金償還額

令和3年度
下半期

会　　計　　名

141億1,491

32億7,263

5億0,549

273

883

4,240

6億5,635

5億7,019

2,766

特
別
会
計

公
営
企
業

予算現額

項　　目 平成30年度 令和元年度 令和２年度

収入済額

収入

128億5,113

28億3,207

4億5,076

160

657

1,472

6億4,632

5億7,516

2,600

収入率

91.0

86.5

89.2

58.6

74.4

34.7

98.5

100.9

94.0

141億1,491

32億7,263

5億0,549

273

883

4,240

7億4,993

8億3,753

2,851

予算現額 支出済額

支出

122億2,980

28億5,640

4億6,604

222

294

3,346

7億2,715

8億2,231

2,523

支出率

86.6

87.3

92.2

81.3

33.3

78.9

97.0

98.2

88.5

国 民 健 康 保 険 事 業

後期高齢者医療事業

住宅新築資金等貸付事業

市 営 駐 車 場 事 業

バ ス 事 業

水 道 事 業

公 共 下 水 道 事 業

東部地区工業用水道事業

一　　般　　会　　計

３月末人口
24,306人

（　　)は前年同期

市が持っている
財産

基　金
30億1,431万円
(27億4,569万円)

有価証券・出資金
27億4,107万円
(27億4,107万円)

土　地
8,116,743㎡
(8,095,801㎡)

建　物
146,902㎡
(146,902㎡)

車　両
四輪車30台(28台)
消防車18台(18台)
軽四輪43台(40台)

627万円 535万円 486万円新市町村振興宝くじ交付金
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※

（

【お申込み・お問合せ】　商工観光課　企業立地係　☎ ８２‒８０７９　FAX ８２‒９１６５　E-mail  kigyo@city.buzen.lg.jp

下記日程で開催する企業合同就職
説明会に参加する企業を募集します。

※課税状況等の個人情報に関する内容については、電話では
　お答えできません。ご了承ください。

）

- - -

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを支援
するため、令和４年度住民税均等割非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を給付します。

※既に令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を
　受給している世帯は、本給付金の支給対象にはなりません。

企業合同就職説明会 参加企業募集！
■日　　時　11月6日（日）10時～12時30分
■場　　所　豊前市民体育館（予定）※ワクチン接種業務等により豊前市立多目的文化交流センターに変更になる場合があります。
■内　　容　各企業のブースで、企業概要や就職に関する説明を行います。
■参加要件　・市内に事業所を有し、正社員を採用する予定がある企業
　　　　　　・ハローワークに求人票を提出している、または提出見込みのある企業
■参 加 料　無料
■募集期間　７月２９日（金）まで　期限厳守
　　　　　　※参加希望企業が多数の場合は調整をさせていただく場合もありますので、ご了承ください。
■申込方法　市ホームページに掲載している参加申込書に必要事項を記入のうえ、下記までお申込みください。
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3. 申請が必要な支給対象者

1. 支給額

4. 給付金の支給手続き

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）のご案内
ひとり親世帯の支援のため、新たな給付金の支給を実施します !

低所得の子育て世帯に対する

子育て世帯生活支援特別給付金についての大切なお知らせ

2. 申請不要の支給対象者

■以下の①～②のいずれかに該当する方

※上記①又は②に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て
　世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

■①又は②のいずれかに該当する方

▶給付金を受け取るには、申請が必要です。
▶申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに豊前市の窓口に直接、または
　郵送でご提出ください。
▶給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に可能な限り
　速やかに振り込みます。

児童 1 人当たり 一律 ５万円

令和４年４月分の児童扶養手当受給者の方には、６月下旬に児童扶養手当の口座に振込済です。

1. 支給額

子育て世帯生活支援特別給付金（その他の世帯分）のご案内
低所得の子育て世帯の支援のため、新たな給付金の支給を実施します !

低所得の子育て世帯に対する

2. 申請不要の支給対象者

児童 1 人当たり 一律 ５万円

令和４年４月分の児童手当・特別児童扶養手当受給者のうち、令和４年度住民税（均等割）が
非課税の方には、通知を発送します。その後、７月以降に児童手当・特別児童扶養手当の支給
口座に振込予定です。

①公的年金等を受給していることにより、令和４年４月分の児童扶養手当の
　支給を受けていない方（例：遺族年金、障害年金、老齢年金など）
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が
　児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
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お問い合わせは、下記までお電話ください。
厚生労働省 コールセンター　　0120-811-166（受付時間:平日9:00～18:00）
豊前市役所 福祉課 子育て支援係 ｢子育て世帯生活支援特別給付金｣窓口　☎82-8193

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金｣の
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

通学区域審議会を開催します

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省（の職員）などをかたった不審な電話や郵便があった場
合は、豊前市役所や最寄りの警察署（または警察相談専用電話〈#9110〉）にご連絡ください。

!

3. 申請が必要な支給対象者

4. 給付金の支給手続き

令和４年３月３１日時点で１８歳未満の児童（障害児の場合２０歳未満）を養育する父母

※上記①又は②に該当する場合であっても、ひとり親世帯の子育て世帯生活支援特別給付金の支給
　を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

申請受付が開始しましたら、市報、ホームページでお知らせします。

①令和４年度住民税（均等割）が非課税の方のうち、高校生のみ養育してい
　る方
②令和４年度住民税（均等割）は課税であるが、令和４年１月１日以降の収入
　が急変し住民税非課税相当の収入となった方 

【お問合せ】 市民課  総合窓口係
　　　　　 ☎８２‒8048
【お問合せ】 市民課  総合窓口係
　　　　　 ☎８２‒8048

【お問合せ】 学校教育課  学校再編担当
　　　　　 ☎８２‒8086
【お問合せ】 学校教育課  学校再編担当
　　　　　 ☎８２‒8086

　出産予定日又は出産日が属する月の前月から４か月間
（「産前産後期間」といいます。）の国民年金保険料が免
除されます。
　なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属
する月の３か月前から６か月間の国民年金保険料が免除
されます。
　※出産とは、妊娠８５日（４か月）以上の出産をいいます。
　　（死産、流産、早産された方を含みます。）
　産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付
したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

　豊前市では将来を担う豊前の子どもたちに“輝くみら
い”を残すことができる教育環境の実現を目指し、豊前
市立学校再編成の基本方針を策定しました。
　教育委員会では、良好で安全な教育環境を実現する
ための通学区域の編成について諮問をおこないます。
　今後この諮問を受けて、『豊前市立学校通学区域審
議会』では小・中学校の通学区域についてさまざまな審
議がおこなわれます。

※開催状況等については、市報や豊前市ホームページ
にてお知らせします。

産前産後期間の国民年金
保険料が免除となります！！

学校の再編成
について○免除期間

○対象者

○届出時期
「国民年金第１号被保険者」

出産予定日の６か月前から届出が可能です。
○届出に必要なもの
出産日（予定日）がわかるもの
（母子健康手帳など）

人として大切な心と生き抜く力を持ち、
ふるさと豊前を愛する子ども
「行きたい行かせたい」と言われる学校
づくりを目指して
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制度改正により令和4年10月1日より一定以上の所得がある方について窓口の負担割合が2割となりま
す。それに伴い、今年は、8月1日と10月1日の2回、被保険者証が新しくなります。
現在の被保険者証（紫色）は、令和4年7月31日までの有効期限です。8月1日から使用できる被保険者証

（水色）は、7月下旬に市役所から「特定記録郵便」で送付します。8月1日から、新しい被保険者証を医療機関
等の窓口に提示してください。7月31日までに新しい被保険者証が届かない場合は、市役所へお問い合わせ
ください。

現在、使用中の限度額適用認定証、限度額適用･標準負担額減額認定証（以下「減額認定証」）の有効期
限は、令和4年7月31日です。
限度額適用認定証又は減額認定証をすでにお持ちの方で、令和4年度も該当になる方は、8月1日からの
新しい限度額適用認定証又は減額認定証を７月下旬に被保険者証とは別々に「普通郵便」で送付します。
（更新のお手続きは必要ありません。）
なお、新たに限度額適用認定証又は減額認定証の交付を希望する場合は、市役所④窓口での申請手続き
が必要です。
○限度額適用認定証の対象者
　自己負担割合が3割で同一世帯の被保険者のどなたかの住民税課税所得が145万円以上690万円未
　　満の方
○減額認定証の対象者
　自己負担割合が１割で世帯の全員が住民税非課税所得の方
　　入院時の食費・居住費の負担も減額されますが、原則、食費・居住費は遡って減額されませんので、

　　入院前に減額認定証の交付申請をしてください。

後期高齢者医療
被保険者証（色）

令和3年8月1日から
令和4年7月31日まで

紫色

現在お持ちの保険証

令和４年8月1日から
令和４年9月30日まで

水色

令和4年10月1日から
令和5年7月31日まで

桃色

窓口の負担割合

有効期限

１割又は３割 １割又は３割 １割、２割、３割

今年は、8月1日と10月1日に被保険者証が新しくなります

限度額適用認定証、限度額適用･標準負担額減額認定証も
８月に更新となります

後期高齢者医療被保険者証をお持ちのみなさんへ

※ただし、保険料の滞納がある場合は、通常より短い有効期限の被保険者証を窓口でお受け取りいただくことがあります。
※窓口の負担割合は、毎年、前年中の所得をもとに判定を行います。

【申請に必要なもの】

【お問合せ】  市民課 医療保険係　☎８２－8042

本人申請・・・被保険者証
代理申請・・・対象者の被保険者証、手続きに来られる方の身分確認書類

７月下旬に届きます。 ９月下旬に届きます。

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

市
長
の
部
屋

で
き
ご
と

ご　
み

図
書
館

健　
康

子
育
て

情
報
の
ひ
ろ
ば



11 広報豊前　2022　7月号

【お問合せ】  市民課 医療保険係　☎８２－8042・８２－8043

現在の被保険者証（藤色）は、令和4年7月31日までの有効期限となっています。8月1日から使用できる
被保険者証（桃色）は、7月下旬に市役所から「特定記録郵便」で送付します。8月1日以降に受診されるとき
は、新しい被保険者証を医療機関等の窓口に提示してください。7月31日までに新しい被保険者証が届かな
い場合は、市役所へお問い合わせください。

現在、使用中の限度額適用認定証、限度額適用･標準負担額減額認定証（以下「減額認定証」）の有効期
限は、令和4年7月31日になっています。
交付を希望する場合は、８月以降、市役所⑤窓口での申請手続きが必要になります。

・被保険者証の自己負担割合をご確認ください
７０歳以上の国民健康保険の方は、２割又は３割です。
※毎年、前年中の所得をもとに、８月から翌年７月までの1年間の自己負担割合の判定を行います。
※自己負担割合の判定基準については、市役所にお問い合わせください。

国民健康保険被保険者証（色）

令和4年7月31日まで

負担区分

○

○

○

○

○

○
○○

○

限度額適用認定証 限度額適用・
標準負担額減額認定証

課税上位（ア）
旧ただし書所得 901万円超

課税上位（イ）
旧ただし書所得 600万円超～901万円以下

一　般（ウ）
旧ただし書所得 210万円超～600万円以下

一　般（エ）
旧ただし書所得 210万円以下

住民税非課税世帯（オ）

現役並みⅢ
課税所得690万円以上

現役並みⅡ
課税所得380万円以上

現役並みⅠ
課税所得 145万円以上

一　般

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

負担区分 限度額適用認定証 限度額適用・
標準負担額減額認定証

藤色

令和4年8月1日から

桃色

８月から被保険者証が新しくなります

限度額適用認定証、限度額適用･標準負担額減額認定証も
８月に更新となります

国民健康保険被保険者証をお持ちのみなさんへ

※ただし、保険税の滞納がある場合は、通常より短い有効期限の被保険者証を
　窓口でお受け取りいただくことがあります。

※国民健康保険加入者全員および世帯主が住民税非課税の場合、減額認定証が交付され、入院時の食費の負担
　も減額されますが、原則、食費は遡って減額されませんので、入院前に減額認定証の交付申請をしてください。

旧ただし書所得とは、前年中の「総所得金額等（※1）－基礎控除43万円」です。
（※1）総所得金額とは、前年中の「公的年金等収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等の合計額で、各種控除前の金額です。

【申請に必要なもの】 被保険者証

70歳未満の自己負担限度額（月額） 70歳以上75歳未満の自己負担限度額（月額）
負担割合

3割

2割

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

市
長
の
部
屋

で
き
ご
と

ご　
み

図
書
館

健　
康

子
育
て

情
報
の
ひ
ろ
ば



12広報豊前　2022　7月号

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

市
長
の
部
屋

で
き
ご
と

ご　
み

図
書
館

健　
康

子
育
て

情
報
の
ひ
ろ
ば

後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度に自動的に加入することになりま
す。そのため、会社の健康保険などの被用者保険の被保険者が75歳になると、被扶養者も、それまでの被用者保険の
資格を喪失します。
このことを理由に国保に加入した65歳以上の方（以下「旧被扶養者」といいます。）は、保険税額が軽減されます。
ただし、対象は全国健康保険協会や各種企業、共済組合などの健康保険組合で、国民健康保険と国民健康保険組
合は除きます。

国保の被保険者のうち、次の項目全てに該当する方
•国保の資格を取得した日時点で、65歳以上であること。
•国保の資格を取得した日の前日に、被用者保険の被扶養者であったこと。
•国保の資格を取得した日の前日に、扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医
　　療制度に加入したこと。

国民健康保険には、申請により保険税額が軽減になる措置があります。
以下に該当すると思われる方は、申請手続きをお願いします。

①旧被扶養者にかかる軽減措置

②非自発的失業者にかかる軽減措置

旧被扶養者にかかる軽減措置とは

解雇や倒産など一定の理由によって失業した方の国民健康保険税の負担軽減を図るため、平成22年4月から国民
健康保険税の軽減が実施されています。

非自発的失業者にかかる軽減措置とは

対象者

国保の被保険者のうち、次の項目全てに該当する方
•平成21年3月31日以降に離職した65歳未満（失業した時点）の方で、雇用保険の特定受給資格者（倒産、解雇な
　　どによる理由）又は特定理由離職者（雇い止めなどによる離職）として失業等給付を受ける方 
•雇用保険受給資格者証の離職理由コードが以下に記したいずれかのコードの方 
 　　特定受給資格者　  11・12・21・22・31・32
　　 特定理由離職者 　 23・33・34
※「高年齢受給資格者証」「特例受給資格者証」の方は対象となりません。

対象者

•国民健康保険税　減額（免除）申請書（市役所窓口にご用意しています）
•被用者保険の保険者が発行した、「資格喪失証明書」（被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入したことで、被
　　扶養者の資格を喪失したことが明記されているもの）の原本
•国民健康保険証（対象者）

届出に必要なもの

•所得割額（応能割額）がかかりません。
•均等割額（応益割額）を加入時から2年間半額にします（均等割額が既に7割軽減、5割軽減されている場合を除く）。

軽減の内容および期間

対象者は、前年の給与所得を30/100とみなして課税されます。
軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間です。

軽減の内容および期間
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③介護保険第２号被保険者適用除外

•特例対象被保険者（非自発的失業者）に係る申告書（市役所窓口にご用意しています）
•雇用保険受給資格者証（原本）
•国民健康保険証（対象者）

届出に必要なもの

40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者であるため、国民健康保険税に「介護分」が含まれます。
ただし、下記に掲げる介護保険適用除外施設に入所している方は、届出により介護保険第2号被保険者ではなくな

り、「介護分」を納付する必要がなくなります。
また、上記の方が介護保険適用除外施設を退所した場合は、その旨を届出する必要があります。

介護保険法施行法第11条第1項および介護保険法施行規則第170条に規定する障害者施設等です。詳しくはお問
合せください。

介護保険適用除外とは

介護保険適用除外施設とは

•介護保険第２号被保険者適用除外（または非該当）届
•施設入所（または退所）証明書
•国民健康保険証（対象者）

届出に必要なもの

•40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設に入所（または退所）したとき 
•介護保険適用除外施設に入所している方が、40歳に到達したとき
•入所している施設が、介護保険適用除外施設になったとき

届出が必要なとき

【申請の届出】  
市民課 医療保険係　☎82-8041　※窓口に直接お越しいただくか、郵送による提出も受け付けています。
【国民健康保険税に関するお問合せ】  
税務課 課税係　☎82-8121

【お問合せ】 税務課 課税係　☎82-8121

（※保険税が一部減額される具体的な要件）
世帯の主たる生計維持者（世帯主）について
（１）事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の３以上減少する見込みであること
（２）前年の所得の合計額が1000万円以下であること
（３）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注：申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

【保険税の減免の対象となる方】

新型コロナウイルス感染症の影響により、
次の要件を満たす方は、令和4年度分の国民健康保険税が減免となります。

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方⇒保険税を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方⇒保険税の一部を減額

減免基準については昨年度と同様ですが、上記②の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯に関する減免の
場合、今年度は、令和3年と比べた令和4年の収入で判定します。対象年の違いにご注意ください。なお、昨年度に減
免を受けた方でも今年度は減免対象になるとは限りません。
申請に必要な書類等の詳細については、下記までお問い合わせください（世帯構成や前年の収入状況の確認等は、
個人情報となるためお電話ではお答えできませんので、ご了承ください）。また、市ＨＰにも詳細を掲載しております。
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有料広告募集中！
○広報誌広告
•1枠(縦60mm×横85mm)　　 5,000円/1回
•2枠(縦60mm×横175mm)　10,000円/1回
○公式ホームページバナー広告
•5,000円/1ヶ月

総合政策課 企画広報係
☎82-1123

諸事情により、ご自宅に広報「豊前」が届かない方は、恐れ
入りますが、最寄りの市施設（市役所、地区公民館等）にて
入手してください。
（ご自宅への配布につきましては、行政区・隣組に加入することにより
  配布されます。）
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ダウンロード

はこちらから

［青豊高校3年］

寒さから暖かさに
変わる時期なので
季節の変わり目が

わかるように書きました。

むらかみ ま  お

村上　實音さん

豊
前
市
防
災

情
報
メ
ー
ル
に

ご
登
録
を
！

登録無料

ＱＲコードを読み取り
空メールを送信
してください。

広報ぶぜんについて

各種 SNSで情報発信を
しています。
ぜひ登録をお願いします！

8月16日㈫ 開演 18:30 開場 18:00
豊前市立多目的文化交流センター 小ホール
入場整理券配布場所 豊前市市民会館　豊前市教育委員会

豊前市立多目的文化交流センター【月曜休館】
配 付 開 始 7月16日(土)10時～【定員100名】
豊前市芸術文化振興協会「友の会員様」先行配付7月8日㈮10時～豊前市市民会館のみ

問 い 合 わ せ 豊前市市民会館（0979-82-2705）【木曜休館】
【主 催】豊前市教育委員会、（一社）豊前市芸術文化振興協会、（公財)アクロス福岡

【曲目】シューベルト／ウォルフ：「魔王」、「野ばら」
ハイドン：弦楽四重奏曲 第67番 ニ長調 「ひばり」op.64-5, Hob.Ⅲ：63
モーツァルト：弦楽四重奏曲 第7番 変ホ長調 K.160（159a）　　ほか

入場無料

夕涼みコンサートⅡ
令和４年度　アクロス・ミュージックキャラバン in 豊前

（地域文化活動活性化サポート事業）

東京藝術大学首席卒業。第5回シュポア国際コンクールにて優勝。2002年デビュー10周年を
迎え、札幌及びトッパンホールで演奏会を行う。第33回エクソンモービル音楽賞、洋楽部門奨励
賞を受賞。ソリストとしての活動の他、室内楽でも活躍。アクロス弦楽合奏団ヴァイオリン奏者。

3歳よりヴァイオリンを始める。第69回全日本学生音楽コンクール高校の部北九州大会第1位、
全国大会入選。第54回北九州芸術祭ジュニア部門金賞、並びに北九州市長賞受賞。2015～
2016年アクロス福岡ヴァイオリンセミナー受講。2014年より信州クロイツェル音楽村ヴァイオリ
ンセミナーに参加。これまでに、三木妙子、川口ヱリサ、景山裕子、現在、景山誠治各氏に師事。

東京藝術大学卒業。第60回日本音楽コンクール第1位、併せて増沢賞、特別賞受賞。第1回全日本ビ
バホール・チェロコンクール第1位。霧島国際音楽祭等の音楽祭に参加。紀尾井ホール室内管弦楽団、
アンサンブル・ノマド、アクロス弦楽合奏団、カルテット・プラチナム等のメンバー。桐朋学園大学、桐朋学
園芸術短期大学非常勤講師。日本フィルハーモニー交響楽団ソロ・チェリスト。日本チェロ協会理事。

桐朋学園大学を首席で卒業。第23回ヴィットリオ・グイ国際コンクールを始め多数のコンクールで第1
位優勝。「報道ステーション」での生中継、「題名のない音楽会」や「らららクラシック」のヴィオラ特集
でもそれぞれソロ演奏をフィーチャーされている。現在、東京フィルハーモニー交響楽団首席奏者、日
本センチュリー交響楽団首席客演奏者、洗足学園音楽大学非常勤講師を務める他、ヴィオラ演奏集
団「SDA48」を主宰。CD「ビオラは歌う」シリーズをリリース。アクロス弦楽合奏団首席奏者。

3才よりヴァイオリンを始める。第67、69、70回全日本学生音楽コンクール全国大会入選。2019年第
13回楽興の時 室内楽セミナー＆演奏会に参加。同年アクロス弦楽合奏団にメンバーとして参加。同年
篠崎史紀氏主宰のライジングスターオーケストラのメンバーとして北九州国際音楽祭に参加。これまで
石井いずみ、景山裕子、太期晴子、景山誠治の各氏に師事。現在、桐朋学園大学音楽学部３年在籍。

※要整理券

Instagram

営業時間 11： 50～（7月16日以降は11： 00～）/ 営業日

！7月

MENU 畑の湧き水で淹れたコーヒー、紅茶、他

その他にも京築産食材を使用した様々な食事をご提供します！

お弁当の予約配達

いたします。

数量はご相談

ください。

営業日は

SNSでご確認ください
。

営業日は

SNSでご確認ください
。

冷泉茶屋にオープン冷泉茶屋にオープン

不定休（月間ごとにSNSで告知）

地元のお店のあの商品や
京築発クリエイターの作品も！！

皆さんも豊前市の素敵な
写真を「＃bestbuzen」を
付けて投稿してください。




